
○木津川市における太陽光発電設備に関する条例施行規則

令和２年７月１５日規則第２９号

改正

令和４年７月１日規則第１５号

令和５年８月２４日規則第２９号

木津川市における太陽光発電設備に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、木津川市における太陽光発電設備に関する条例（令和２年木津

川市条例第２６号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。

（定義）

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例に

よる。

（抑制区域）

第３条 条例第６条第９号に規定する規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。

（１） 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号に規定する

第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専

用地域

（２） 生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあると市長が認める区域

（届出）

第４条 条例第８条第１項第６号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項と

する。

（１） 事業区域及びその周辺の状況

（２） 近隣関係者等への説明状況の報告

（３） 前２号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

２ 条例第８条第１項の規定による届出は、太陽光発電事業届出書（別記様式第１号）

に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。



（１） 事業計画書（別記様式第２号）

（２） 事業区域等状況調書（別記様式第３号）

（３） 近隣関係者説明会報告書（別記様式第４号）

（４） その他関係者説明報告書（別記様式第５号）

（５） 別表に定める図書

３ 条例第８条第２項の規定による変更の届出は、太陽光発電事業変更届出書（別記

様式第６号）に、前項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添付して行うもの

とする。

４ 事業者は、前２項の届出について正副２通を作成し、市長に提出しなければなら

ない。

（同意の申請等）

第５条 条例第９条の規定により同意を得ようとする事業者は、条例第８条第１項に

規定する期限までに、太陽光発電事業同意（変更）申請書兼確約書（別記様式第７

号）を市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、同意の可否を決定し、太陽光発

電事業同意通知書（別記様式第８号）又は太陽光発電事業不同意通知書（別記様式

第９号）により当該事業者に通知するものとする。

（事業内容等の軽微な変更）

第６条 条例第１０条第４項に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるもの

とする。

（１） 事業区域の面積又は太陽光発電設備の発電出力の縮小

（２） 前号に掲げるもののほか市長が認めるもの

（身分証明書）

第７条 条例第１１条第２項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書（別記様式

第１０号）によるものとする。

（指導、助言又は勧告）

第８条 条例第１２条第１項の規定による指導又は助言は、指導・助言通知書（別記

様式第１１号）によるものとする。



２ 条例第１２条第２項の規定による勧告は、勧告書（別記様式第１２号）によるも

のとする。

（公表）

第９条 条例第１３条第１項の規定による公表は、木津川市公告式条例（平成１９年

木津川市条例第３号）第２条第２項に定める掲示場における掲示その他適当と認め

られる方法により行うものとする。

（意見を述べる機会）

第１０条 条例第１３条第２項の規定による意見を述べる機会の付与は、意見を述べ

る機会の付与通知書（別記様式第１３号）によるものとする。

２ 事業者は、条例第１３条第２項の規定により意見を述べようとするときは、公表

に関する意見書（別記様式第１４号）を提出するものとする。

（補則）

第１１条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（令和４年７月１日規則第１５号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（令和５年８月２４日規則第２９号）

この規則は、公布の日から施行する。

別表（第４条関係）

１
事業者（法人の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票抄

本）及び設計者を証明する書類

２ 位置図（縮尺１／２５００以上）



３ 現況図（縮尺１／５００以上）

※４ 現況断面図（縮尺１／５００以上）

５ 現況写真（事業区域及びその周辺の状況がわかるもの）

※６

公図、地籍図（事業区域及びその隣接地の地番、地積及び所有者の住

所、氏名等（当該土地に建築物が存する場合は、その所有者の住所、

氏名等を含む。）を記入すること。また、里道及び水路についても表

示すること。）

７ 土地利用計画図（縮尺１／５００以上）

８

求積図（営農型太陽光発電設備を設置する場合は、太陽光パネル１枚

あたりの投影面積及び枚数、附属設備等（パワーコンディショナー、

変電設備、排水施設、進入路、引込柱等）の面積を表示すること。）

９ 公共施設等との土地境界確認書の写し

１０ 排水計画平面図（縮尺１／５００以上）

１１
１級河川木津川までの排水経路（浸透施設及び自然浸透等の場合は不

要）

１２ 流量計算書（浸透施設及び自然浸透等の場合は不要）

１３ 排水施設構造図（浸透施設及び自然浸透等の場合は不要）

１４ 浸透施設構造図又は自然浸透の構造図

※１５ 沈殿槽構造図

１６ 放流先構造図・縦断図（浸透施設及び自然浸透等の場合は不要）

※１７ 土地造成計画・平面図及び断面図（縮尺１／５００以上）

１８ 建築物設計図（平面図・立面図・断面図、縮尺１／１００以上）

１９ 工作物設計図（平面図・立面図・断面図、縮尺１／１００以上）

２０ 施設及び構造物の安定計算書

※２１ 工事施工方法書

２２ 防災施設の構造図

※２３ 景観予想図



備考 太陽光発電設備を設置する事業のうち、営農型太陽光発電設備（農地に

支柱（簡易な構造で容易に撤去できるもので必要最小限の面積であるものに

限る。）を立て、営農を適切に継続しながら上部空間に設置する太陽光発電

設備等の発電設備をいう。以下同じ。）を設置する事業については、※印の

図書の添付を省略する。ただし、条例第５条の抑制区域において施行しよう

とする事業を除く。

２４ 反射光影響予測図

※２５ 想定発電出力算出計算書

２６ 事業土地の権利者の同意書

２７ 近隣関係者への説明会等の実施計画の概要

２８ 関係法令等の許認可等の写し又は関係法令等手続状況確認書

※２９ 事業区域内の土地の登記事項証明書

※３０
太陽光発電設備の維持管理計画（当該施設の廃止後において行う措置

を含む。）

※３１

排水に係る放流承諾書（各管理者（河川管理者、市町村、水利組合、

土地改良区）から、申請位置図、排水計画平面図及び排水経路図、沈

殿槽構造図及び放流先構造図・縦断図等を用いて承諾を得ること。）

※３２ 工事実施体制表

３３ 緊急対応マニュアル

３４ 暴力団関係者に該当しない旨の誓約

３５ 前各項に掲げるもののほか市長が必要と認める書類



別記様式第１号（第４条関係）

太陽光発電事業届出書

年 月 日

木津川市長 宛て

住 所

（所在地）

届出者 氏 名

（名称及び代表者氏名）

電話番号

木津川市における太陽光発電設備に関する条例第８条第１項の規定により、

関係書類を添えて下記のとおり届け出ます。

記

備考 営農型太陽光発電設備を設置する場合の事業区域の面積は、太陽

光パネルの投影面積と附属設備等（パワーコンディショナー、変電設

備、排水施設、進入路、引込柱等）の設置面積の合計とする。

事 業 区 域 の 所 在 地

木津川市

事 業 区 域 の 面 積 ㎡

発 電 出 力 ｋＷ

年 間 発 電 電 力 量 ｋＷｈ

事 業 着 手 予 定 日 年 月 日

事 業 完 了 予 定 日 年 月 日

事 業 の 内 容



別記様式第２号（第４条関係）

事 業 計 画 書

備考 営農型太陽光発電設備を設置する場合の事業区域の面積は、太陽

光パネルの投影面積と附属設備等（パワーコンディショナー、変電設

備、排水施設、進入路、引込柱等）の設置面積の合計とする。

事 業 者 住 所

事 業 者 氏 名
電話

設 計 者 名
電話

事業区域の所在地

木津川市

事 業 区 域 の 面 積 ㎡

発 電 出 力 ｋＷ

年 間 発 電 電 力 量 ｋＷｈ

太陽光発電設備の種類
□営農型太陽光発電設備

□その他

太陽光パネルの向き 方向

太陽光パネルの角度 度

太陽光パネルの高さ ｍ

用 途 地 域

□住居専用地域

住居専用地域

□その他

関 係 法 令



別記様式第３号（第４条関係）

事業区域等状況調書

年 月 日

木津川市長 宛て

住 所

（所在地）

届出者 氏 名

（名称及び代表者氏名）

電話番号

１ 事業区域内

事業区域の所在地

木津川市

事 業 区 域 の 面 積 ㎡

事 業 区 域 の 現 況
□農地 田、畑 □山林 森林、竹林

□耕作放棄地 □その他（ ）

排 水 路

□無 浸透施設 自然浸透 その他（ ）

□有（木津川までの排水経路）

２ 事業区域周辺

事業区域周辺の現況

□農地 □山林 □河川 □ため池 □公園

□雑種地

□住宅地 □学校用地 □その他（ ）

事業区域周辺への影響

□無

□有（影響の内容・対策等を記載）



別記様式第４号（第４条関係）

近隣関係者（ ）説明会報告書

上記報告については、説明会の内容と相違ありません。

木津川市長 宛て

年 月 日

事業者

住所（所在地）

氏名（名称及び代表者氏名）

電話番号

年 月 日

近隣関係者（ ）名

近隣関係者長住所

近隣関係者長氏名

電話番号

事業区域の所在地

開催日 年 月 日（ 回目） 場所

説明者名

参加者名

説明会の状況（内容）

近隣関係者（ ）の意見、要望

近隣関係者（ ）の意見、要望への回答



別記様式第５号（第４条関係）

その他関係者説明報告書

上記報告については、説明の内容と相違ありません。

木津川市長 宛て

年 月 日

事業者

住所（所在地）

氏名（名称及び代表者氏名）

電話番号

年 月 日

その他関係者

住所（所在地）

氏名（名称及び代表者氏名）

電話番号

事業区域の所在地

開催日 年 月 日（ 回目） 場所

説明者名

説明の状況（内容）

その他関係者の意見、要望

その他関係者の意見、要望への回答



別記様式第６号（第４条関係）

太陽光発電事業変更届出書

年 月 日

木津川市長 宛て

住 所

（所在地）

届出者 氏 名

（名称及び代表者氏名）

電話番号

木津川市における太陽光発電設備に関する条例第８条第２項の規定により、

関係書類を添えて下記のとおり届け出ます。

記

事 業 区 域 の 所 在 地

設計又は施行方法等の

変 更 内 容
変 更 前 変 更 後



別記様式第７号（第５条関係）

太陽光発電事業同意（変更）申請書兼確約書

年 月 日

木津川市長 宛て

住 所

（所在地）

届出者 氏 名

（名称及び代表者氏名）

電話番号

太陽光発電事業を施行（変更）するに当たり、同意を得たいので木津川市に

おける太陽光発電設備に関する条例第９条の規定により、下記のとおり申請し

ます。

なお、この度の事業において、事業施行中及び完了後においても下記に掲げ

る事項を遵守し、適切に管理していくことを確約します。

記

１ 申請（変更）事項

事 業 区 域 の 所 在 地

事 業 区 域 の 面 積 ㎡

発 電 出 力 ｋＷ

２ 確約内容

（1） 近隣関係者等との協調及び連携を図るとともに、地域の環境保全に対

し十分配慮いたします。

（2） 事業区域の雑草等により隣接の土地に被害を与えないよう対処しま

す。

（3） 事業によって近隣関係者等に被害が及ぶ場合は、事業者及び近隣関係

者等間において誠意をもって解決いたします。

（4） 発電中止又は発電終了時には、事業者の負担と責任において太陽光発

電設備の全部を撤去します。

（5） 太陽光発電設備を第三者に転売又は譲渡した場合、当該確約を当方が

相手側に責任をもって承継します。



別記様式第８号（第５条関係）

太陽光発電事業同意通知書

第 号

年 月 日

様

木津川市長 印

木津川市における太陽光発電設備に関する条例第１０条の規定により、下記

の事業について同意します。

記

事 業 区 域 の 所 在 地

事 業 区 域 の 面 積 ㎡

発 電 出 力 ｋＷ

市の意見、条件等



別記様式第９号（第５条関係）

太陽光発電事業不同意通知書

第 号

年 月 日

様

木津川市長 印

木津川市における太陽光発電設備に関する条例第１０条の規定により、下記

の事業について同意できません。

記

事 業 区 域 の 所 在 地

事 業 区 域 の 面 積 ㎡

発 電 出 力 ｋＷ

理由



別記様式第１０号（第７条関係）

（表面）

（裏面）

第 号

所属

職・氏名

身分証明書

この証明書を携帯する者は、木津川市における太陽光発電設備に関する条例

第１１条第１項に規定する立入調査を行う職員である。

年 月 日交付

木津川市長 印

木津川市における太陽光発電設備に関する条例（抜粋）

（報告及び立入調査）

第１１条 市長は、この条例の施行のために必要な限度において、事業者に対

し報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に事業区域に立ち入らせ、当該

事業に関する事項について調査させ、若しくは関係者に質問させることがで

きる。

２ 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯

し、関係者に提示しなければならない。

３ 第１項の規定による立入調査は、これを犯罪捜査のために認められたもの

と解釈してはならない。



別記様式第１１号（第８条関係）

指導・助言通知書

第 号

年 月 日

様

木津川市長 印

木津川市における太陽光発電設備に関する条例第１２条第１項の規定によ

り、下記のとおり通知します。

記

事 業 区 域 の 所 在 地

指導及び助言の内容



別記様式第１２号（第８条関係）

勧 告 書

第 号

年 月 日

様

木津川市長 印

木津川市における太陽光発電設備に関する条例第１２条第２項の規定によ

り、下記の措置をとるよう勧告します。

記

事 業 区 域 の 所 在 地

措 置 期 限 年 月 日

勧告事項



別記様式第１３号（第１０条関係）

意見を述べる機会の付与通知書

第 号

年 月 日

様

木津川市長 印

あなたが施行しようとする事業については、 年 月 日付け 第

号の勧告書をもって必要な措置を勧告しましたが、未だに改善が認められない

ことから、木津川市における太陽光発電設備に関する条例第１３条第１項の規

定によりその旨を公表することを予定しています。よって、同条第２項の規定

により意見を述べる機会を付与しますので通知します。

なお、意見書の提出期限までに提出されない場合は、下記に記載した公表を

予定する事項を公表することとなります。

記

１ 公表を予定する事項

氏名（名称及び代表者氏名）

住 所 （ 所 在 地 ）

公表の原因となった事業の内容

指導、助言又は勧告に至る経過

公 表 の 時 期 年 月 日

公 表 の 方 法

木津川市公告式条例に定める掲示場への

掲示及びその他市長が適当であると認め

る方法

２ 意見を述べる機会の付与に関する事項

意 見 書 の 提 出 期 限 年 月 日

提 出 先
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公表に関する意見書

年 月 日

木津川市長 宛て

住 所

（所在地）

届出者 氏 名

（名称及び代表者氏名）

電話番号

木津川市における太陽光発電設備に関する条例第１３条第２項の規定によ

り、下記のとおり意見を述べます。

記

（備考）意見書を提出する場合には、証拠書類等を提出することができます。

事 業 区 域 の 所 在 地

公表の原因となった

事業についての意見

そ の 他 当 該 事 案 の

内容についての意見


